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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月１７日 ０５時３７分ごろ 

発生場所 静岡県御
お

前
まえ

崎
ざき

市御前埼南東方沖 

御前埼灯台から真方位１３９°６.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３０.６′ 東経１３８°１９.０′） 

事故調査の経過  平成２６年８月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液化ガスばら積船 芳
ほう

泉
せん

丸、９９９トン 

１３２９２５、日本ガスライン株式会社、中浜海運株式会社 

７２.００ｍ×１２.５０ｍ×５.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,７６５kＷ、平成４年９月 

Ｂ 小型兼用船 第八共栄
きょうえい

丸、４.８トン 

ＳＯ３－１９４００（漁船登録番号）、個人所有 

１０.７６ｍ（Lr）×３.０４ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３１６.３０kＷ、昭和６２年９月 

第２４２－１２３０７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４５歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成５年１月１２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年５月１６日 

免状有効期間満了日 平成３０年１月１１日 

  航海士Ａ 男性 ２３歳 

三級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成２４年３月２１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年８月８日 

免状有効期間満了日 平成２９年３月２０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２５歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２１年３月１２日 

免許証交付日 平成２６年３月７日 

（平成３１年３月１１日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板にペイント剝離 

Ｂ 船首部に圧壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ及び甲板員Ａほか６人が乗り組み、自動

操舵により御前埼南東方沖を針路約２６７°（真方位、以下同じ。）

として約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西進し

ていた。 

 航海士Ａ及び甲板員Ａは、前直者と交替して船橋当直に就き、甲板

員Ａが、入直後の作業として、船内掃除を行うので降橋した。 

 航海士Ａは、船橋前面の窓際に立って見張りを行い、右舷船首方約

１Ｍ付近に同航船がおり、右舷船首方約３０°にＡ船の船首方に向か

うＢ船を認め、動静を監視していたところ、Ｂ船が船首を一度Ａ船の

方に向けたのち、元の針路に戻したように見えた。 

 航海士Ａは、船橋左舷寄りのレーダー画面を見て６Ｍレンジの約半

分の距離に当たるところにＢ船の映像を確認し、エコートレイル機能

からＢ船がＡ船に接近していることを知り、舵輪の近くに移動して避

航動作をとろうか思案したものの、小型船であるＢ船がＡ船を避けて

くれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

 航海士Ａは、Ｂ船の方位に変化が見られず、Ｂ船が約１００～２０

０ｍに接近しても、避航動作をとる気配が見られないので、衝突のお

それを感じ、手動操舵に切り替えて左舵約１０°を取った後、更に左

舵２０°を取った。 

 Ａ船は、平成２６年８月１７日０５時３７分ごろ、御前埼灯台から

１３９°６.９Ｍ付近で、その右舷船首とＢ船の船首部とが衝突し

た。 

 船長Ａは、航海士Ａから連絡を受けて昇橋し、損傷状況及びＢ船乗

組員の負傷状況を確認した後、海上保安庁へ通報し、Ａ船の所有会社

等に報告した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２を乗

せ、釣りの目的で御前崎市御前崎港を出港し、御前埼南南東方沖の釣

り場へ向けて自動操舵により約１２knの速力で南南東進していた。 

船長Ｂは、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛け、左舷船首方に他船を

見掛けなかったので、右舷船首方に認めた貨物船２隻の動静に注意を

向けていた。 

同乗者Ｂ１は、操舵室の右舷側に立って右舷方を見ながら、船尾方

に向いて操舵室の床に腰を下ろした同乗者Ｂ２と話をしていた。 

船長Ｂは、船首方を見ていたところ、Ａ船の船首を至近に認め、主

機を後進に切り替えたが、Ｂ船の船首がＡ船の右舷船首に衝突した。 

船長Ｂは、Ａ船に接舷して乗り込み、海上保安庁への通報に立ち会

うなどした後、Ａ船から離れ、御前崎港に帰港した。 
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（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

日出時刻：０５時０８分ごろ 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、茨城県鹿島港で無臭ブタン７００.１８ｔを積載し、喫水

が船首約３.２ｍ、船尾約４.７ｍであった。 

 航海士Ａは、本事故時、避航する立場にあると認識していたので、

汽笛の吹鳴を行わなかった。 

 航海士Ａは、他の船舶を避航する際、針路変更で対応し、主機を使

用したことがなかった。 

 航海士Ａは、平成２４年４月頃から乗り組み、平成２６年３月頃か

ら航海士として乗船していた。 

Ｂ船は、船体中央の船尾寄りに操舵室があり、操舵室背面に壁はな

く、本事故時、ＧＰＳプロッターを作動させていたが、レーダーを使

用していなかった。 

船長Ｂは、本船に約２～３年前から乗り、月に５回程度運航してい

た。 

同乗者Ｂ１は、衝突の衝撃で倒れて意識を失ったが、間もなく回復

し、けががなかった。 

船長Ｂ及び同乗者２人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、御前埼南東方沖を西進中、航海士Ａが、右舷船首方３０°

３Ｍ付近にＢ船を認めたものの、小型船であるＢ船がＡ船を避けてく

れるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、Ｂ船が船首を一度Ａ船の方に向けたのち、元の針路に

戻したように見えたことから、Ｂ船がＡ船の存在に気付いているもの

と思った可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、御前埼南東方沖を南南東進中、船長Ｂが、左舷船首方に他

船を見掛けなかったので、右舷船首方に認めた貨物船２隻の動静に注

意を向けていたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

船長Ｂは、右舷船首方に認めた貨物船２隻を避ける立場にあるの

で、その動静に注意を向けていた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、御前埼南東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が南南東

進中、航海士Ａが、Ａ船に接近するＢ船を右舷船首方に認めたもの



- 4 - 

の、Ｂ船がＡ船を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行

を続け、また、船長Ｂが左舷船首方に他船を見掛けなかったので、右

舷船首方に認めた貨物船２隻の動静に注意を向けていたため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 船長Ａは、本事故後、当直中の甲板員による船内作業をやめ、船橋

当直を常時２名で行うこととした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・避航する立場にある船は、できる限り、早期に適切な避航動作を

とること。 

・航行中は、常時見張りを適切に行うこと。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:34:05 

× 

事故発生場所 

（平成２６年８月１７日 

０５時３７分ごろ発生） 

Ｂ船 

Ａ船 

05:30:05 

御前埼灯台 

御前崎港 

05:32:05 

05:36:15 05:25:05 

御前埼 



- 5 - 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時　刻 北　緯 東　経 船首方位 対地針路 対地速力

（時：分：秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

5:10:05 34-31-04.2 138-25-43.2 266 264 12.1

5:20:15 34-30-52.0 138-23-14.2 267 264 12.2

5:25:05 34-30-47.3 138-22-02.6 268 264 12.0

5:30:05 34-30-42.8 138-20-49.5 269 265 12.1

5:31:14 34-30-41.6 138-20-32.8 268 265 12.2

5:32:05 34-30-40.7 138-20-20.3 268 265 12.1

5:33:05 34-30-39.9 138-20-05.6 268 266 11.9

5:34:05 34-30-38.8 138-19-51.3 268 264 12.1

5:35:14 34-30-37.4 138-19-34.8 268 264 12.1

5:36:15 34-30-36.4 138-19-19.9 268 265 12.2

5:36:35 34-30-36.0 138-19-14.9 268 264 12.1

5:37:15 34-30-35.2 138-19-05.1 266 264 12.3

5:37:35 34-30-34.7 138-19-00.5 240 261 11.9

5:37:38 34-30-34.5 138-18-59.6 236 258 11.7

5:37:42 34-30-34.1 138-18-58.9 232 254 11.5

5:37:48 34-30-33.0 138-18-57.5 234 245 11.2

5:37:54 34-30-32.3 138-18-56.9 244 236 11.0

5:38:05 34-30-30.8 138-18-55.0 256 236 11.0

　（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。


